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添付資料： ガバナンス・リスクマネジメント・内部統制に関する調査結果詳細 

 

Ⅰ．コーポレートガバナンス・コード対応状況について 

 

１．コーポレートガバナンス・コード対応の推進主管部門 

 

「経営企画部門」が 36％、「総務部門」が 27％、「コンプライアンス部門」が 13％。こ

の 3部門で推進部門の 76％を占める。 

少数ではあるが、「取締役会」（4％）、「リスクマネジメント部門」（2％）、「監査役会」（1％）

としている企業も存在した。 

 

 

 

２．コーポレートガバナンス・コードについて下記 4項目の対応状況 

 

コーポレートガバナンス・コードの対応項目のうち、独立社外取締役の独立性判断基準

策定、役員のトレーニング、取締役会の実効性の評価、独立社外者のみによる情報交換実

施の 4 項目の対応状況は、それぞれの項目において 30％超が未着手と回答しているが、一

方で約 10％超が対応済みとしている。独立社外取締役の独立性判断基準策定については、

27％が対応済みとなっており、コーポレートガバナンス・コードの適用開始から 3ヶ月で、

各企業が取り組みを進めていることがうかがえる。 

各項目に対する具体的な結果は以下の通り。 
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貴社においてコーポレートガバナンス・コード対

応の推進主管部門はどこですか。 
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コンプライアンス部門 

取締役会 
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Ⅱ．改正会社法の対応状況について 

１．改正会社法対応の内部統制システムの運用状況評価の主管部門 

 

「内部監査部門」が 31％と最も多いが、必ずしも内部監査だけが会社法の内部統制シス

テムの運用状況評価を担っていない状況にある。「経営企画部門」が 17％、「総務部門」と

「コンプライアンス部門」が 14％、「監査役会」が 10％と続き、「リスクマネジメント部門」

が 6％となっている。 

 

 

14% 13% 
27% 

11% 

24% 18% 

18% 

19% 

31% 39% 
23% 

30% 

30% 30% 32% 
39% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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貴社において改正会社法対応の内部統制システ
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経営企画部門 

コンプライアンス部門 

総務部門 

監査役会 

リスクマネジメント部門 

その他 
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２．改正会社法対応の企業集団を含む内部統制システム運用状況評価の進捗状況 

 

「過年度から運用評価実施済み」の企業が 36％と素早い対応をしている。「今年度から運

用評価開始済み」15％を含めると 51％の企業が既に対応済みである。 

ただし、今年から施行される法規制に対して、19％の企業が「実施方針が確定していない」

状況である。 

 

 

 

Ⅲ．監査機能強化について 

 

１．監査機能強化の施策 

 

社内外の監査機能強化の施策として、「監査役（又は監査委員会）と内部監査人とのコ

ミュニケーション及び連携の強化」の 59％をはじめ、「監査役（又は監査委員会）と外部監

査人とのコミュニケーションの強化」が 45％、「内部監査人と外部監査人とのコミュニケー

ションの強化」が 36％と続き、監査役（又は監査委員会）／内部監査人／外部監査人、三

者の連携を重視していることが分かる。これに、「内部監査の品質向上（管理ツールの導入・

外部品質評価の実施等）」30％、「内部監査の強化・拡大（人数増強・海外監査体制の整備）」

27％、「内部監査のカバレッジ向上（CSAの活用・アウトソーシングの活用等）」20％と続

き、多くの企業が監査機能の強化に取り組んでいる様子が伺える。 

また、7％の企業であるが「機関設計の変更（例、委員会等設置会社への移行、監査等委

員会等設置会社への移行等）」と組織構造の大きな改革に取り組んでいる。 

「（特に金融機関の場合）監査役（又は監査委員会）又は内部監査人と規制当局とのコミュ

ニケーションと対応」は 5％であるが、母数を金融機関に限れば実施比率は 27％になる。 
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Ⅳ．リスクマネジメントについて 

１．リスクマネジメントの主管部門 

  

「リスクマネジメント部門」が 33％と最も多い。「総務部門」が 21％、「経営企画部門」

が 18％、「コンプライアンス部門」は 11％と続く。 
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社内外の監査機能強化のためにどのような施策を実施し

ていますか。（複数回答可） 
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全体的なリスクマネジメントの主管部門はどこですか。 

リスクマネジメント部門 

総務部門 

経営企画部門 

コンプライアンス部門 

各部門 

その他 
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２．リスクマネジメントに対する取り組み要素の適用レベル 

 

63％の企業が「正式なリスクマネジメント方針」を、54％の企業で「主要リスクの管理

のための特定の役割及び責任事項の明記化」を全社的に適用している。また他の項目につ

いても最低 30％以上企業が全社的に適用している。「検討中」の企業まで含めると、87％の

企業が「正式なリスクマネジメント方針」について取り組んでいる。最も「適用していな

い」の回答比率の高い「共通のリスク言語」についても「全社的に適用」「特定分野のみ適

用」「適用を検討中」を合わせて 67％の企業が取り組んでいることから、多くの企業でリス

クマネジメントに関する取り組みが進んできているといえる。 
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３．全社的なリスクの特定、優先順位付けのための手法 

 

「内部監査」が 50％、「セルフアセスメント（自己評価）」が 50％、「リスクマップ」が

45％と、これら 3つの取り組みがかなり浸透してきているといえる。 

「リスクベースの評価指標」の 25％、「主要リスク指標（KPI）」の 19％、「上級管理者の

リスクワークショップ」の 8％、「損失データベース」の 7％、「リスクモデリング」の 6％

と続いている。 

 

 

しかし、企業の業態による取り組みの比率が大きく異なる顕著な事例として「金融業（銀

行・証券・保険など）」では、「損失データベース」は 47％、「主要リスク指標（KPI）」は

60％、「リスクモデリング」は 20％と、前述の全業界平均と大きな差がある。 
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[金融業界における取り組み・手法] 

 

 

Ⅴ．SOX活動について 

１．SOX活動の業務プロセス改善への活用状況 

 

「かなり活用している」が 5％、「ある程度活用している」が 35％で、合わせて 40％の

企業が業務プロセスの改善に SOX活動を活用している。 

一方、「まったく活用していない」8％と「あまり活用していない」27％、合わせて 35％の

企業が活用していない。 

60% 
67% 

40% 

27% 

47% 

60% 

20% 

53% 

0% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

全社的なリスクの特定、優先順位付けのための手法 

（複数回答可） 



8 

 

２．SOX対応に関する費用対効果についてどのように捉えていますか。 

 

「効果が SOX 対応コストをかなり上回る」と見ている企業は 2％であり、「効果が SOX

対応コストを上回る」9%、「効果が SOX対応コストをやや上回っている」11％を加えると、

効果がコストを上回っていると見ている企業は 22％ある。また、「SOX 対応コストと効果

は同じである」と見ている企業が 28％である。 

一方、「SOX 対応コストが効果をやや上回っている」と見ている企業は 17％、「SOX 対応

コストが上回っている」が 22％、「SOX対応コストが効果をかなり上回っている」の 11％

を加えると、コストが効果を上回っていると見ている企業が 50％ある。 
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３．内部統制文書（3点セット）の見直し状況 

 

「継続的な見直しを実施している」が 46％あり、「見直しを検討中」の 12％と「制度導

入後一度見直しをした」の 9％を加えると、見直しが必要としている企業が 67％を占める。 

 

 

４．内部統制評価手法の見直し状況 

 

「評価範囲の絞りこみ」については 50％が「全社的に実施済み」、「特定分野で実施済み」

の 28％を加えると 78％が実施済みである。「リスクコントロールの絞り込み」は 43％が「全

社的に実施済み」、「特定分野で実施済み」の 32％を含めると 75％が実施済みである。 

「前年度評価の継続利用」については「全社的に実施済み」が 40％、「特定分野で実施済み」

33％、合わせて 73％が実施済みと、「評価範囲の絞り込み」「リスクコントロールの絞り込

み」「前年度評価の継続利用」は 70％を超える多くの企業で実施済みである。 

逆に、この 3つの方法について 16％～19％の企業が「未着手」であることも見逃せない。  

「モニタリングコントロールの活用」の「全社的に実施済み」は 23％、「特定分野で実施

済み」が 17％と実施済みが 40％あるが、「未着手」が 45％と実施済みを上回っている。 

「CAAT等を活用した継続的モニタリング」の「全社的に実施済み」はわずか 4％にとどま

り、「特定分野で実施済み」も 14％と低く、「未実施」は 69％と高い。「業務・システムの

統合」については、「全社的に実施済み」が 11％、「特定分野で実施済み」が 27％と実施済

みは合わせて 38％、「未着手」が 44％と前述の「モニタリングコントロールの活用」同程

度である。「モニタリングコントロールの活用」「CAAT等を活用した継続的モニタリング」

「業務・システムの統合」については「未着手」の企業が 44～69％あり、普及率が高いと

はいえない状況となっている。 
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制度導入後、内部統制文書（3点セット）の抜本的

な見直しを定期的に実施していますか。 

実施していない 

見直しを検討中 

制度導入後1度見直した 

制度導入後継続的に見

直している 
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Ⅵ．内部監査について 

１．内部監査において SOX文書及び評価結果の活用 

 

主な活用方法は、「監査手続きの策定時」に 33％、「監査計画の策定時」に 26％となって

いた。一方、「RCMを統合している」は 7％に留まり、「活用していない」企業も 24％ある。
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２．内部監査のカテゴリ・目的別の取り組み配分 

 

「財務報告」の内部統制目的に対して「75％以上」を内部監査に配分している企業は 11％、

「50－75％」の 15％を加えると、26％の企業は「財務報告」への内部監査の配分比率が高

い。「20－49％」の配分比率の企業は 27％と、この区分けの中では最も多い。 

しかし、「財務報告」への配分比率が「10％以下」の企業が 16％あることも特筆すべきこと

である。 

「業務の有効性・効率性」に対して「75％以上」を内部監査に配分している企業は 11％、

「50－75％」の 24％を加えると、35％の企業が「業務の有効性・効率性」への期待度が高

いことが伺える。 

「コンプライアンス」に対して「75％以上」を内部監査に配分している企業は 14％、「50

－75％」の 26％を加えると 40％の企業が「コンプライアンス」への期待度が高い。 

「資産の保全」に対しては、「75％以上」の 10％、「50－75％」の 12％を合わせて 22％の

企業が、「資産の保全」への期待度が高い一方で、「10％未満」が 23％と多い特徴がある。 

「戦略」に対しては「75％以上」の 2％、「50－75％」の 10％を加え、50％以上の配分比

率は12％に留まる。41％の企業において「戦略」の内部統制目的に内部監査配分比率が「10％

未満」と、前述の他の項目に比較して大きな差がある。 
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Ⅲ．回答企業のプロフィール 

１．企業規模 

 

「連結売上高 2兆円以上」が 20％、「連結売上高 1 兆円以上 2 兆円未満」が 10％、合わ

せて 1兆円以上の企業で 30％を占める。「連結売上高 5,000億円以上 1兆円未満」が 17％、

「連結売上高 1,000 億円以上 5,000 億円未満」の 23％を加えると、1,000 億円以上 1 兆円

未満が 40％を構成する。 

「連結売上高 500億円以上 1,000億円未満」は 6％、「連結売上高 500億円未満」の企業は

24％で、1,000億円未満の企業は 30％を占めている。  

 

 

  

２．業界 

 

商業（商社・卸売業・小売業など）の 16％最も多く、その他製品メーカーの 14％、IT・

情報通信業が 11％、電気・精密機器メーカーの 10％と続いた。 
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500億円未満 
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6% 

5% 

4% 

3% 
3% 

2% 1% 

1% 
1% 

4% 

業界 

商業（商社・卸売業・小売業な

ど） 

その他製品メーカー 

IT・情報通信業 

電気・精密機器メーカー 

輸送用機器・機械メーカー 

金融業（銀行・証券・保険など） 

サービス業 

医療品・医療機器メーカー 

食品・生活用品メーカー 

建設業 

運輸業 

電気・ガス・水道・その他エネル

ギー業 

鉄鋼・金属・非鉄金属メーカー 

不動産業 

水産・農林・鉱業 

その他 
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３．SOX適用属性  

 

J-SOX適用上場会社（親会社）が 70％、J-SOX適用上場会社（子会社）が 6％、J-SOX

適用上場会社合計 76％を占める。 

U-SOX適用上場会社は親会社が 5％、子会社が 4％、合計 9％であった。 

 

 

 

 

  

70% 

6% 

5% 

4% 

15% 

SOX適用属性 

J-SOX適用上場会社

（親会社） 

J-SOX適用非上場会社

（子会社） 

US-SOX適用上場会社

（親会社） 

US-SOX適用非上場会

社（子会社） 

その他 
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５．ご回答者の管轄・所属部門 

 

内部監査部門が 50％を占め、CSR／内部統制推進部が 13％、経理・財務部門が 7％、企画

部門が 8％、リスク管理部門 3％が主な所属部門であった。 

 

 

 

６．ご回答者の役職 

 

役員が 14％、部長が 38％、合わせて上級管理職が 52％であり、課長の 30％を含めると

管理職合計で 82％であった。 

 

 

50% 

13% 

7% 

8% 

3% 

3% 

16% 

所轄・所属部門 

内部監査部門 

CSR／内部統制推進部

門 

経理・財務部門 

企画部門 

リスク管理部門 

事業部門 

38% 

30% 

18% 

14% 

ご回答者の役職について 

部長 

課長 

担当者 

役員 


